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国連ビジネスと⼈権に関する指導原則
UNGP
Ø 国家による市⺠の権利保障を定めてきた「国際⼈権」が、そ
の影響⼒ゆえ、企業にも尊重することを求める声の⾼まり

Ø 2011年国連⼈権理事会で全会⼀致で承認
• 企業も、世界⼈権宣⾔、国際⼈権章典、ILO中核的労働基
準といった国際⼈権基準を尊重する責任を負うことが明
確に明記

• NAPの策定・国内法化も欧州を中⼼に急速に進む
• 中⼼となるのは「⼈権リスク」（経営リスクではない）
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⼈権デューディリジェンス
継続的取組み
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責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス
21

デュー・ディリジェンスのプロセス

デュー・ディリジェンスがリスクに相応し，個々の企業の事情や状況にとって適切でなければな
らないことを考慮し，第II部では，(1)RBCを企業方針および経営システムに組み込む，(2)RBC課
題に対する実際のおよび潜在的な負の影響を特定する，(3)負の影響を停止，防止および軽減す
る，(4)実施状況および結果を追跡調査する，(5)影響にどのように対処したかを伝える，ならびに
(6)適切な場合是正を実施する方法についての概要を述べる。u図1を参照
ここで提示する具体的行動は，デュー・ディリジェンスに関する網羅的な「要チェック事項」リスト
ではない。全ての具体的行動が全ての状況に対して適切であるとは限らず，同様に，ガイダンスに記
載されていない，追加的な具体的行動や実施策が，ある状況においては有用な場合もある。

図1.  デュー・ディリジェンス・プロセス、及びこれを支える手段

責任ある企業行動に関するOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス
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出典︓OECD「責任ある企業⾏動のためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」21⾴



グローバルにおける議論の進展

2018豪現代奴隷法

2015英国現代奴隷法

2019タイNAP策定

2019蘭児童労働DD法
2012⽶カルフォルニア州
サプライチェーン透明法2017仏⼈権DD法

2019インドNAPゼロドラフト

インドネシアNAP策定中

マレーシアNAP策定中

2021? EU環境・⼈権DD法

© 2021 Akiko  Sato  

2010⽶ドッドフランク法
（紛争鉱物規制）

2019EU紛争鉱物規則

2021パキスタンNAPゼロドラフト

2021独サプライチェーンDD法

2021ノルウェー事業の透明性
及び基本的⼈権等に関する法律



ハードロー⽐較
英国現代奴隷法 フランス⼈権DD法 オーストラリア

現代奴隷法
必要事項 下記の条件を満たすステートメントが

必要。

Section54
1 企業のウェブサイト上で、かつ⽬⽴
つ（prominent）場所で公開
2 取締役会あるいはそれに匹敵する経
営陣による承認
3 取締役あるいはそれに匹敵する経営
者による署名
*推奨事項
1 サプライチェーンも含めた組織構造
2 奴隷労働と⼈⾝取引に関連する社内
⽅針
3 サプライチェーンも含む事業活動に
関連する⼈権DD
4 奴隷労働と⼈⾝取引のリスクのある
サプライチェーンも含む事業活動の特
定
5 サプライチェーンも含む事業活動に
おいて奴隷労働と⼈⾝取引が存在しな
いことを保証するために適切とされた
⽅策の有効性
6 従業員に対する奴隷労働・⼈⾝取引
に関するトレーニング

⼈権DD計画（⼈権リスクの特定と予
防）構築と効果的な実⾏。サプライ
ヤーも含む⾃社事業関連活動の⼈権
侵害が対象。以下の内容を含むこと
が必要。

1 ⼈権リスクを特定、分析、優先順
位づけたマッピング
2 １のマッピングに従って⼦会社や
再委託、サプライヤーに対する定期
的評価プロセス
3 ⼈権リスクの軽減、深刻な侵害の
予防のための適切な⼿段
4 関連する労働組合と協⼒して構築
する潜在的・実在する⼈権リスクを
探知するアラートメカニズム
5 導⼊した体制をフォロー・実効性
評価のモニタリング体制

サプライチェーンも含めた事業活動
内の奴隷労働への対応策として法で
求められたアクションに関する、以
下の内容を含むステートメントを監
督官庁に報告することが必要。

Section16
1 現代奴隷報告書発⾏企業の特定
2 企業の組織構造、業務、サプライ
チェーン
3 サプライチェーンや⼦会社などを
含む企業活動全体での現代奴隷のリ
スク
4 DDや救済のプロセスなどによって
特定された⼈権リスクの評価・対応
のために⾏われた対策
5 ４の取り組みの有効性
6 ⼦会社などとの協議過程の説明
7 その他、企業が関連性が⾼いと考
える情報の提供
8 取締役会など責任者の承認及び署
名
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ドイツ⼈権DD法

Ø 適⽤範囲

• 2023年から︓ドイツに拠点を置く従業員
3,000⼈以上の企業、またはドイツに登記さ
れた従業員3,000⼈以上の外国企業の⽀店

• 2024年以降︓ドイツ国内に拠点を置き、従
業員数1,000⼈以上の企業、またはドイツに
籍を置き、従業員数1,000⼈以上の外国企業
の⽀店

Ø 注意義務
• サプライチェーン（バリューチェーン）お
よび⾃社の事業活動において、⼈権や環境
に関するリスクや影響を特定、評価、防⽌、
是正するためのプロセスを確⽴することを
求める。

• 予防措置として、調達⽅針と実践、研修、
リスクベースのコンプライアンスチェック、
契約での保証など。

• 苦情処理メカニズムはサプライチェーン全
体がアクセス可能であることが必要。

Ø 企業が対処すべきリスク

• 強制労働・児童労働・差別（職場での平等
な取扱い）・結社の⾃由への違反・⽣活賃
⾦・倫理に反する雇⽤・安全でない労働条
件・環境の悪化・⼟地の権利

Ø これらのリスクを特定し、対処するために
とった措置をまとめた年次報告書を発⾏す
る

Ø 充⾜しない場合︓最⼤80万ユーロの罰⾦、
または世界の平均年間売上⾼の最⼤2％の罰
⾦。最⼤3年間、ドイツ国内での公的契約の
締結ができなくなる。

Ø 撤退は、①⼈権侵害が深刻であり、②軽減
措置が効果なく、③その他に可能な⼿段が
なく、影響⼒の増加も考えられない場合の
み。
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EU環境・⼈権デューディリジェンス法

Ø 2020年9⽉2⽇には26の企業、業界団体、イニシアチブがEUの⼈
権・環境デューディリジェンス法への⽀持を表明

「義務的な法律は、競争⼒のあるレベル・プレイングフィールドに貢
献し、⼈権と環境を尊重するために企業によって期待される基準につ
いての法的確実性を⾼め、責任が果たされなかった場合の法的な影響
を明確にし、サプライチェーンのパートナー間のエンゲージメントと
影響⼒のある⾏動を促進し、何よりも現場における影響⼒のある効果
的な⾏動の契機となり、インセンティブを与えることができる。各国
の動向を反映し、明確な説明責任を伴うEU全体の横断的な法律は、企
業に対するこれらの期待を調和させ、最終的には⼈々と地球のための
成果を向上させるべき。」
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EU環境・⼈権デューディリジェンス法①

Ø ⽬的︓EU域内の事業実施主体が、⼈権・環境及びグッド・ガバナンスを尊重し、
事業及び取引関係を通じてこれらに対するリスクを引き起こしあるいは加担しな
いようにすること。事業者がバリューチェーン全体を通じて⼈権、環境、ガバナ
ンスへの悪影響に対して説明責任を果たせるようにすること。

Ø 対象（第2条）︓EU加盟国の法律に準拠している or EU域内に設⽴されたあるい
はEU域外に設⽴されたEU域内市場で物品販売・サービス提供をしている以下の事
業体
①⼤企業②上場している中⼩企業③⾼リスクの中⼩企業

Ø 定義（第3条）(1)ステークホルダーとは、事業やその取引上の関係によってもた
らされる⼈権、環境、グッドガバナンスのリスクによって、権利や利益が影響を
受ける可能性のある個⼈やグループを意味し、設⽴の⽬的が社会・労働権、環
境、グッドガバナンスを含む⼈権の擁護である団体。労働者とその代表者、地域
社会、⼦ども、先住⺠族、市⺠団体、労働組合、市⺠社会組織、事業の株主を含
む。
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EU環境・⼈権デューディリジェンス法②

Ø DD戦略（第4条）︓事業者は、⼈権、環境、グッドガバナンスに対する潜在的または
実際の影響の可能性、重⼤性、緊急性を考慮したリスクベースのモニタリング⼿法を⽤
いて、地理的な状況を含めた事業の性質と状況、および事業者の業務と取引関係がこれ
らの潜在的または実際の悪影響を引き起こしているか、寄与しているか、あるいは直接
関連しているかどうかを識別し、評価するために、⾃らの⼿段であらゆる努⼒を継続的
に⾏う義務を負う。

Ø (4)リスクが特定された場合は、DD戦略の策定義務
• ⼈権、環境、グッドガバナンスに関する潜在的または実際の悪影響のうち、事業お
よび取引関係に存在する可能性が⾼いもの、ならびにその重⼤性、可能性、緊急性
のレベル、およびこれらの結論に⾄った関連データ、情報、⽅法論を明⽰する

• 商業上の機密性を考慮した上でバリューチェーンの地図を作成し、バリューチェー
ンに含まれる⼦会社、サプライヤー、ビジネスパートナーに関する名称、所在地、
供給される製品やサービスの種類、その他の関連情報を含む、企業のバリュー
チェーンに関する関連情報を公開

• ⼈権、環境、グッドガバナンスに対する潜在的または実際の悪影響を停⽌、防⽌、
緩和するためのすべての相応の⽅針と措置の導⼊と明⽰

• 全ての特定された潜在的あるいは⾃裁の悪影響に⼀度に取り組めない場合には、指
導原則17に従った優先順位づけ
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EU環境・⼈権デューディリジェンス法③

Ø ステークホルダーエンゲージメント（第5条）︓
• DD戦略を確⽴し、実施する際、利害関係者との間で効果的、有意義、かつ⼗
分な情報に基づく協議の誠実な実施の確保。特に、関連する労働組合が関与す
る権利を保障

Ø グリーバンス（第9条）︓
• 早期警告のリスク通告として、また救済システムとして、あらゆる利害関係者
が⼈権、環境、ガバナンスのリスクの存在に関する懸念を表明できるように、
苦情処理メカニズムを設置する義務を負う

• 指導原則31の要素が遵守された仕組み
• 提起された懸念事項及び是正に対する取り組みを公表し、それらの事例におけ
る進捗状況を定期的に報告

Ø ⺠事責任（第19条）
• DD義務を尊重したことは、国内の⺠事上の責任を免除しない
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EUの情報開⽰の取り組みにおける
⼈権の重要性
Ø Corporate Sustainability Reporting Directives (CSRD)案

• ⾮財務情報開⽰指令をアップデートしたもの
• 指導原則に沿った内容であること（DDのプロセスを含む）
• バリューチェーンにおける強制労働に関するリスクの開⽰（43）
• 社会（Social）のファクター

ü ジェンダー平等を含めた均等な機械の提供、同⼀労働同⼀賃⾦、障害者雇⽤と
インクルージョン

ü 労働条件、社会対話、団体交渉、ワークライフバランス、労働安全衛⽣など
ü ⼈権尊重、基本的⾃由、国連諸条約で確⽴された⺠主主義の原則とスタンダー
ド、ILO中核的労働基準等
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EUの情報開⽰の取り組みにおける
⼈権の重要性
Ø サステナブルファイナンス開⽰規則（SFDR）

• ダブル・マテリアリティ
• サステナビリティ

ü サステナビリティリスク︓発⽣すれば、投資の価値に実際または潜在的な重⼤
な負の影響を与える可能性のある環境、社会、またはガバナンス上の事象また
は状態

• ①持続可能性リスクの統合とそのリスクがファンドのリターンに与える影響
（SFDR第6条）

• ②投資決定が持続可能性要因に与える悪影響（SFDR第4条・第7条）

• 要因︓環境、社会、従業員に関する事項、⼈権の尊重、腐敗防⽌、贈収賄防⽌に関
する事項

© 2021 Akiko  Sato  
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EUの情報開⽰の取り組みにおける
⼈権の重要性

Ø タクソノミー
o ミニマムスタンダードとしての指導原則の⾔及（Art3(c), 

18）
o ソーシャルタクソノミーはより⼈権にフォーカスした内容

• 垂直︓適切な⽣活⽔準の促進という⽬的を含む、⼈間の
基本的なニーズに応える製品やサービスの利⽤しやすさ
の向上

• ⽔平︓プラスの影響をより広範に促進し、影響を受ける
ステークホルダーへの悪影響に対処するという⽬的

ü UNGP、OECD多国籍企業ガイドライン、労働における基
本的権利と原則に関するILO宣⾔、欧州社会憲章に基づく。
「重⼤な損害を与えないという原則を適⽤する基準の策定
には、⼈権の尊重が不可⽋である」ことの強調

o 持続可能な経済への移⾏による利益を最⼤化する⼀⽅で、
その移⾏によって影響を受ける労働者、消費者、コミュ
ニティの苦難を最⼩限に抑える、公正な移⾏のための投
資の必要性

© 2021 Akiko  Sato  
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出典：
日経産業新聞2021年8月23日

o ⼈権、労働基準、その他の社会的リスクに関連す
る投資リスクを含む、持続可能性リスクの管理

o 社会的投資の本質的な特徴の定義と測定⽅法を開
発する必要性



「EUの企業が事業活動やサプライチェーン
における強制労働のリスクに対処するための
デューデリジェンスに関するガイダンス」

Ø DDを実施する際に、強制労働に特化するために
考慮すべき事柄について

Ø 強制労働のリスク要因について
• 国レベル／移⺠や⾮正規／債務

Ø より⼊念なリスクアセスメントについて
Ø 強制労働のリスク対応の具体的なアクション
Ø 国家がスポンサーの強制労働の対応時の考慮要

素
Ø 責任ある撤退(responsible disengagement)に

ついて
Ø 救済について
Ø ジェンダー・⺠族や宗教上のマイノリティの考
慮
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ビジネスと⼈権関連訴訟
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国 内容

フランス 2019年10月、6つの市⺠社会団体がフランスの⽯油会社トタルに
対し、ウガンダでの採掘プロジェクトで仏⼈権DD法を遵守してい
なかったと主張しフランスで訴訟を提起

メキシコ／フラン
ス

2020年10⽉、メキシコの先住⺠族がエネルギー企業である
Electricité de France（EDF）同社が彼らの⼟地に⼤規模⾵⼒発電
所を建設する前に⼗分な協議を⾏っていないと主張し提訴

ザンビア／イギリ
ス

2015年、2,500⼈以上のザンビアの村⼈が、Konkola Copper Mines 
Plcとその親会社である英国のVedanta Resourcesに対して鉱⼭か
ら排出された有毒な排⽔が、地元の⼟地や灌漑⽤の⽔路に損害を
与え、汚染された⽔を飲⽤、洗濯、⼊浴に使⽤したことで、住⺠
に深刻な健康被害が⽣じたと主張。和解が成⽴。

• 市⺠社会による、サプライチェーン上での⼈権侵害について法的な責任を問う声は
ますます⼤きくなっている。

• 訴訟の勝敗そのものよりも、このプロセスにおいて企業がどのように対応するかが
問われている。



気候変動と⼈権

© 2021 Akiko Sato 

15

Ø 気候変動による⼈権侵害
• とりわけ脆弱な⼈々の⼈権（⾷糧、資源へのアクセス、住
居など）を侵害する cf. ⽇本の⾃然災害

Ø 企業は温室効果ガスの削減について取り組む必要
• 気候変動は⼈権に対する脅威として、温室効果ガス削減を
強化する国家の義務を認めたオランダ最⾼裁判決

• Shellに対し温室効果ガス削減を命じたオランダ地裁判決
• 判断要素としての指導原則の⾔及

• 現⾏の気候保護法は2031年以降の削減策が不⼗分で、将来
世代の⾃由の権利を侵害するとして、⼀部違憲の判断をし
たドイツ連邦憲法裁判所
• ２週間ほどで気候保護法改正の閣議決定

• ポルトガルの若者らが各国政府が必要な作出削減を実施で
きていないことを理由に欧州⼈権裁判所に提訴された件に
対する優先権の付与

Ø 気候変動緩和を⽬指す事業による⼈権侵害
• バイオマスやEVなど、気候変動緩和が⽬的の事業でも⼈権
問題は懸念されているcf.アップル、グーグル、マイクロソ
フト、テスラ、デルに対する訴訟

Manuel Silvestri／ロイター

Sumireko Tomita/BuzzFeed



業務リスク

ストライキ・⼈材流出

法務リスク

訴訟・⾏政罰

レピュテーションリスク

不買運動

財務リスク

ダイベストメント・株価低下

⼈権リスク

⼈権取組みのポイント
ビジネスと⼈権と経営リスクの関連性

© 2021 Akiko  Sato  
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参照︓⽇本のサステナビリティ関連
ソフトローの動き
Ø スチュワードシップコード︓2020年改訂

• ⽬的︓投資家の責任・義務を明確し、中⻑期的に投資家・企業間で緊張感のある関係の
構築

• 法的拘束⼒はないものの、多くの機関投資家が賛同し、企業とのエンゲージメントにお
いて活⽤

• 改訂で原則７に、エンゲージメントにおいて「サステナビリティ（ESG要素を含む中⻑
期的な持続可能性)」を考慮することが加わった

Ø コーポレートガバナンスコード︓2021年6⽉11⽇施⾏
• ⽬的︓中⻑期的な企業価値増⼤に向けた経営者による的確な意思決定を⽀える実務的な

枠組み。上場会社の持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向上。コンプラインor エクス
プレイン

• 補充原則２３①取締役会は、気候変動などの地球環境問題への配慮、⼈権の尊重、従業
員の健康・労働環境への配慮や公正、適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、⾃然
災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみ
ならず収益機会にも繋がる重要な経営課題であると認識し、中⻑期的な企業価値の向上
の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組むよう検討を深めるべきである。

• 補充原則３１③（抜粋）上場会社は、経営戦略の開⽰に当たって、⾃社のサステナビリ
ティについての取組みを適切に開⽰すべきである。

© 2021 Akiko  Sato  



企業の実践
⼈権ベンチマーク︓Know The Chain
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Ø ビジネスと⼈権リソースセンター（
NGO）、サステナリティクス（ESG格
付機関）、Humanity United（財団）
、VERTIE（NGO）による共同イニシ
アチブ

Ø 強制労働リスクの⾼い、ICT、⾷品・
飲料、アパレルに対する取組み評価
• コミットメントとガバナンス
• トレーサビリティとリスクアセス

メント
• 調達⾏動
• 採⽤活動
• 労働者の声
• モニタリング
• 救済措置

© 2021 Akiko  Sato  
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欧州企業の実践
〜ICT編〜
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TRENDS IN THE SECTOR

Looking at the 49 largest companies in the ICT sector allows analysis of the results through different 
lenses, including by region and size. Further, having undertaken the benchmark multiple times, 
KnowTheChain is able to measure any action taken on more advanced indicators, such as addressing 
forced labor risks in lower tiers, and evaluate progress over time.

PERFORMANCE BY REGION

The benchmark includes 18 Asian companies, 
eight European companies, and 23 North 
American companies. On average, companies 
from Europe and North America score higher 
than companies headquartered in Asia. 

Across sectors, on average, European 
companies score highest,68 yet in the ICT sector, 
Europe-based companies score lower than their 
North American counterparts. Whereas the 
scores for both Nokia (Finland) and Ericsson 
(Sweden) have improved since 2018, companies 
such as Infineon Technologies (Germany), 
a supplier to companies including Amazon 
and Apple, and Hexagon (Sweden) perform 

significantly below average compared to their 
peers. Moreover, the top-scoring Asian and 
North American companies in the benchmark 
rank higher than the top-scoring European 
company. The rise of mandatory human rights 
due diligence legislation in Europe might  
change this.  

As seen in the graph above, companies based 
in all three regions score below 10/100. The 
eight companies scoring below 10/100 in 
the benchmark include Xiaomi, Hikvision, 
Largan Precision, BOE Technology, Keyence, 
Hexagon, Microchip Technology, and Infineon 
Technologies.  

REGIONAL SCORES
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• セクター全体では、平均して欧州企業の
スコアが最も⾼くなっていルガ、欧州に
拠点を置く企業のスコアが北⽶の企業よ
りも低い。

• ノキア（フィンランド）とエリクソン
（スウェーデン）のスコアが2018年以降
改善しているのに対し、

• アマゾンやアップルなどの企業に納⼊し
ているインフィニオン・テクノロジーズ
（ドイツ）やヘキサゴン（スウェーデ
ン）などの企業のパフォーマンスは、同
業他社と⽐べて平均を⼤きく下回ってい
る。

• さらに、ベンチマークでトップスコアを
獲得したアジアや北⽶の企業は、トップ
スコアを獲得した欧州の企業よりも上位
にランクされている。

• 欧州における⼈権デューデリジェンスの
義務化法案の台頭がこれを変える可能
性。
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KnowTheChain 2020 Food & Beverage Benchmark

Average score: 28/100

Correlation with CHRB: 0.79
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欧州企業の実践
〜⾷品・飲料編〜
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TRENDS IN THE SECTOR

REGIONAL SCORES

Assessing the 43 largest food and beverage companies in the world allows analysis of the results 
through different lenses—for instance, by region or by commodity. Further, having undertaken the 
benchmark multiple times, KnowTheChain is now able to measure any action taken on more advanced 
indicators, such as addressing forced labor risks in lower tiers, and evaluate progress over time.

28 450 Low Average High

ASIA

38 6519 Low Average High

EUROPE

29 549 Low Average High

NORTH AMERICA

K N O W T H E C H A I N  | 2020 FOOD & BEVERAGE BENCHMARK FINDINGS REPORT 22

• ヨーロッパに拠点を置く企業は、
平均してアジアや北⽶の企業より
も⾼いスコアを獲得しており、
Tescoは65/100という最⾼のス
コアを獲得している。

• しかし、この地域の平均スコアは
38/100で、オランダの⼩売業者
Ahold Delhaize社のスコアは
19/100と低く、欧州で今後義務
化される⼈権デューディリジェン
スへの準備ができているかどうか
が疑問視される。





欧州企業の実践
〜アパレル＆フットウェア編〜

© 2021 Akiko  Sato  
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Shenzhou International has made limited progress since 2016. While it newly disclosed a supplier code and 
rating suppliers on their performance, its score remains low at 3/100. If buyers such as Adidas, Puma, or 
Nike are serious about cascading their forced labor policies throughout their supply chains, they should work 
with Shenzhou International to implement relevant policies and programs that address forced labor risks in 
its supply chains. Prada, which has been benchmarked by KnowTheChain since 2016, has made little-to-no 
progress in the last five years and scores only 5/100 in the 2021 benchmark, a decrease from its first 
rating. The company has improved only by disclosing a commitment to upholding the International Labour 
Organization’s (ILO) fundamental rights in its supply chains; it disclosed no evidence of the implementation 
of this commitment, however. As such, it is failing to keep up with evolving expectations. Conversely, Prada’s 
peers, such as Hugo Boss and Kering, have shown improvements in each benchmark since 2016.

Findings by Region
The benchmark includes five Asian companies, 13 European companies, and 18 North American 
companies. Asian, European, and North American companies comprise virtually all of companies in the 
benchmark and provide the most representative groups for comparison.

A North American company achieved the highest overall score, and its regional peers also have the highest 
average score. They are closely followed by European companies. While scores vary across all regions, it 
is notable that the highest- and lowest-company scores differ significantly in each of the three regions. In 
particular, in Europe, the score difference between the lowest- and the highest-scoring company is a huge 
81 points. This indicates a level playing field does not yet exist in any region. While some companies in each 
region have taken considerable steps to address forced labor, their regional peers have not yet followed suit. 

Asia

Fast Retailing, owner of brands such as Uniqlo, was the highest-scoring company in the region at 
52/100, followed by Asian footwear companies in the benchmark. The lowest-scoring company in the 
region was textiles company Shenzhou International (3/100). 

SCORE DIFFERENCE BY REGION
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• この地域で最も⾼いスコアを獲得し
たのは、ドイツのスポーツウェア企
業である「Adidas」（86/100）

• アディダス社のスコアは、地域平均
の43/100を⼤幅に上回っており、欧
州のスコアの格差は、地域内の企業
の実践に⽭盾があることを⽰す。

• このような⽭盾は、ヨーロッパで今
後義務化される⼈権デューディリ
ジェンスの要求に対して、企業が⼗
分な準備をしていないことを⽰して
いる。

• ラグジュアリー企業のプラダ
（5/100）は、この地域で最も低いス
コアを記録
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⽇本企業に
期待されること
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Ø ⾃社のサプライチェーンの全容の把握
Ø 国ごとの強制労働のリスクの把握

• ソース︓国連・NGO等のレポート、現地新聞記
事、労働組合など

Ø サプライヤーへの⼈権⽅針・調達⽅針等の共有
• 必要であればリソースの提供も
• 協働でのキャパシティビルディング
• 第三者監査等によるモニタリング

Ø グリーバンスメカニズムの設置
• ⼈権リスクはゼロにはならない

Ø ライツホルダーとの継続的なステークホルダーエン
ゲージメントの実施

v ⼈権リスクは常に存在するもの。できるだけ早くに
感知し、対応することができるように、⽇頃からサ
プライヤー・NGO含むステークホルダーとしっかり
とコミュニケーションを取り、かつ、バリューチェ
ーン全体をカバーするグリーバンスを設置すること

終わりなき旅



About Us

ビジネスと人権リソースセンターは、世界中の10,000を超える企業のポジティブ＆ネガティブな影響に
着目して活動している唯一の国際NGOです。

オーストラリア

日本

香港

フィリピン

インド

インドネシア

ロンドン本部／NY事務所

北米・南米

ヨーロッパ & 中央アジア

アフリカ & 中東

アジア & パシフィック
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日本語ニュースレター

◀ご購読はこちらから！

04/06/2021, 08*41【ビジネスと人権リソースセンター】メールマガジン5月号

Page 1 of 5https://mailchi.mp/business-humanrights.org/9-712334?e=b5559bc432

View this email in your browser

Please click here for English translations or scroll down.

2021年5月号

KnowTheChain

【お知らせ】KnowTheChain新報告書ウェビナー「相次ぐ強制労働の申し立てにもかかわ
らず 日本のアパレル企業によるリスク対応はいまだ不十分」開催

KnowTheChainは5月26日、アパレル・フットフェア部門の強制労働問題への対応状況を
評価した「2020/2021 Apparel & Footwear Benchmark Report」を発表しました。

KnowTheChain2021レポート：相次ぐ強制労働の申し立てにもかかわらず 日本の
アパレル企業によるリスク対応はいまだ不十分
KnowTheChain 2021 Apparel & Footwear Benchmark Report finds Japan's
apparel companies still not addressing risks despite forced labor claims

Subscribe Past Issues Translate

04/06/2021, 08*41【ビジネスと人権リソースセンター】メールマガジン5月号

Page 2 of 5https://mailchi.mp/business-humanrights.org/9-712334?e=b5559bc432

本ウェビナーでは、日本のステークホルダーを対象とした報告書の概要とともに、日本企
業の動向についてご紹介します。
詳細はこちらから

日時：2021年6月11日（金）18:00 ~ 19:00（日本時間）
主催：ビジネスと人権リソースセンター
協力：グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）
場所：オンライン（Zoom）

参加希望の方は、下記リンクよりお申し込みください。
 

お申し込みへ

注目ニュース

オランダ裁判所、2030年までにCO2排出量を45％削減するようロイヤル・ダッチ・
シェル社に命令＜和訳＞

オランダ：シェル社全体のCO2排出量の削減を命令、エネルギー各社への更
なる圧力に

The Netherlands: Dutch court orders Royal Dutch Shell to cut carbon
emissions by 45% by 2030 in compliance with Paris climate agreement
 
中国：新疆ウイグル自治区産綿花の使用疑惑に対し岐路に立つ企業

ユニクロの綿シャツが米税関で差し止め　新疆ウイグル自治区での強制労働
で生産の疑い＜和訳＞
ミズノ、スポーツウェアへの新疆ウイグル自治区産綿花の使用中止を発表＜
和訳＞
「新疆綿」利用掲げる良品計画、欧米企業と一線

China: Companies at the crossroads in response to the alleged use of Xinjiang
cotton

USA: UNIQLO shirts seized by customs after being suspected of using
forced labor in Xinjiang
Mizuno announces that it would stop sourcing cotton from Xinjiang
Muji appeals to China by advertising use of Xinjiang Cotton 
 

コーポレートガバナンス・コードに「人権尊重」記載へ＜和訳＞
Japan to add provision on human rights in corporate governance code

日本語ニュース



Company Response Mechanism
企業との透明性のある対話の促進

・企業活動による人権侵害の主張が記載されている記事、報告書などについて、
ウェブサイト掲載前に、当該企業に対して見解を求め、両者の主張を掲載することに
よって、透明性のある対話、それを通じた企業の取り組みの促進を目指すもの
・返答率は73%ほど



ご静聴頂きありがとうございました。
akikosato.1210@gmail.com
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